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新型コロナウイルス感染症対策のお知らせ
令和2年12月25日時点

　市では、新型コロナウイルス感染症予防対策における生活の維持・回復のための
支援策として、次の事業を実施します。

◆修学旅行企画料等支援事業� 問 学校教育課　☎（55）7136

目　的：��修学旅行を見直し、行き先を変更した場合に発生する企画料などを支援する。
内　容：  市内小中学校が修学旅行を見直し、行き先を変更したことにより発生した企画料を支援します。

◆公開型地理情報システム事業� 問 都市計画課　☎（55）7126

目　的：��都市計画、農地、道路・水路、下水道施設に関する地図データなどの情報をインターネット
を通じ広く提供する。人の移動を抑制し、新型コロナウイルスの感染拡大を防
止するとともに、利用者の利便性の向上、業務の効率化を図る。

内　容：  現在、都市計画、農地、道路・水路、下水道施設に関する地図データなどの情
報の案内は、窓口でおこなっていますが、公開型の地理情報システムを構築す
ることで、遠隔地でもこれらの情報を入手できる環境を提供します。

◆ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給事業� 問 子育て支援課　☎（55）7118
（詳しくは、11ページをご覧ください。）

目　的：��新型コロナウイルス感染症の影響により、特に大きな困難が生じているひとり親世帯などの
生活を支援する。

内　容：「基本給付」の再支給をします。
対　象：すでにひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」を受けている方または申請をしている方
支給額：１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円

◆キャッシュレス決済事業� 問 経営企画課　☎（55）7133

目　的：��人との接触を減らし、金銭の受け渡しを極力避けるため、4月から窓口でのキャッシュレス
決済、市税、保険料などのスマートフォン決済および体育施設へ電子マネー対応券売機を導
入し、市民の利便性の向上および納付機会を増やす。

●窓口キャッシュレス決済事業�
　内　容：  市役所および支所の各窓口にQRコードを設置し、手数料などを

スマートフォン決済アプリで支払えるようにします。

●スマートフォン決済事業 
　内　容：  市税（市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税）

および保険料（介護保険料、後期高齢者医療保険料）の納付書
記載のバーコードを使い、スマートフォン決済アプリで納付
をできるようにします。

●体育施設キャッシュレス事業 
　内　容：親水公園体育館トレーニングルームに電子マネー対応の券売機を導入します。

★��キャッシュレス決済についての詳しい内容は、広報３月号でお知らせします。
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感染症拡大防止のため、詳細はお電話などでお問い合わせください。
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